
目指すべき地域の将来の農地の
利用の姿を話合いましょう！
◆ 地域計画とは？

改正農業経営基盤強化促進法（令和５年４月施行）において、これまでの「人・農地プ

ラン」を地域計画として法定化し、地域の農業者等の話合いによる将来の農地利用の姿

を目標地図として明確化し、農地バンクを通じた農地の集約化等を推進することとして

います。

市町村は、自然的経済的社会的諸条件を
考慮した区域ごとに、農業者・農業委員
会・農地バンク・ＪＡ・土地改良区等の
関係者による協議の場を設置し、次を話
合い
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地域で農業の将来の在り方等を協議 市町村が地域計画を策定
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❶ 区域における農業の将来の在り方
❷ 区域における農業上の利用が行われる農
用地等の区域（※）

❸ その他農用地の効率的かつ総合的な利用
を図るために必要な事項

※協議の中で、（緑）農業上の利用が行われる区域と
（茶）保全等・林地化を進める区域に整理

緑の区域：農業経営基盤強化法に基づく地域計画へ
茶の区域：農山漁村活性化法に基づく活性化計画へ

現状 目標地図

○市町村は、次を定めた地域計画
（案）を作成
①地域計画の区域
②①の区域における農業の将来の
在り方

③②に向けた農用地の効率的かつ
総合的な利用に関する目標 等

○市町村は、③の目標として、農業
を担う者ごとに利用する農用地
等を定め、これを地図に表示
（「目標地図」）

○目標地図の素案は、農業委員会が
市町村の求めを受けて作成

※目標地図のイメージ

保全等・林地化
を進める区域

農業上の利用が
行われる区域

◆ 地域計画（目標地図）の策定に向けた関係機関の連携

◆ 農地バンクは、地域計画（目標地図）に位置付けられた受け手
に、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借受け、農地
の集約化等を進めていきます

○ 農業委員会の意見を聴いて、農地バンクは、貸借や農作業受託等について定める農用地利用集積等促進計画を策定
（現行の農地バンクの農用地利用配分計画と市町村による農用地利用集積計画を統合）

○ 農業委員会は、同計画を定めるべき旨を農地バンクに要請でき、農地バンクは要請内容を勘案して計画を策定

権利の設定等

市町村

農地バンク

農業委員会 土地改良区JA

地域の農業の将来の在り方

・地域内の出し手・受け手の情報を収集
・目標地図の素案を作成
・農地バンクへの貸付け等を積極的に促進

・地域外の受け手候補を掘り起こし

・農地中間管理権の取得等に関する協議
の積極的な申入れ

地域の土地改良
事業の計画

地域の作付方針


